
④各都道府県労働局
・介護基盤人材確保助成金（平成21年度より廃止）

介護老人保健施設における従来のサービスに加え別の介護サービスを新規に実施したり、従来の

サービスの質を改善したりする場合等において、新たに介護福祉士やホームヘルパー1級等の特

定労働者を雇用する場合は、1人当たり6ヵ月70万円を限度として最大3人まで助成金が支払われ

ます。

・介護未経験者確保等助成金

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者（短時間労働者を除く）として雇い入れた場

合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助

成金が支払われます。助成額は、介護関係業務の未経験者1人につき、6ヵ月間の支給対象期ごと

に50万円です。支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間（雇い入れ日から1年間）に

100万円まで受給できます。（ただし、1事業主につき3名までです）

・介護人材確保職場定着助成金（仮称）（平成21年度より）

新サービスの提供に伴い、雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者（訪問介

護員（1級）等の資格を有し、実務経験が1年以上ある者等）を雇い入れた場合、特定労働者1人

当たり6ヵ月で70万円まで助成金が支払われます。（ただし、1事業主につき3人までです）

・介護労働者設備等整備モデル奨励金

従業員の作業負担軽減や腰痛対策のため、介護老人保健施設の事業主が介助補助器具（移動リフ

ト等）の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けた場合、介助補助機器導入にかかる

所要経費の2分の1（上限250万円まで）が支払われます。

3）介護福祉士国家試験の問い合わせ先

連絡先
財団法人　社会福祉振興・試験センター
〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 SEMPOSビル

TEL：03-3486-7521

FAX：03-3486-7527

ホームページ：http://www.sssc.or.jp/
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